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大和ハウス工業と連携協定を締結 
～住み続けられるまちづくりを推進～  

 

 平成 28 年 8 月に内閣総理大臣から「生涯活躍のまち構想」の認定を受

け、「多世代が共生する地域社会」の構築に向けたまちづくりを推進して

きました。  

このたび、大和ハウス工業株式会社と包括連携協定を締結し、公民連

携による新たな取組を進めます。  

 

1 連携協定の目的  

本市の郊外型戸建住宅団地が抱える高齢化や、空き家などの様々な課

題を解決する先行モデルとして、先進技術などを活用し、将来にわたり

まちの活力を保ち続ける仕組みを導入した「多世代の住民が快適で永続

的に循環しながら住み続けられるまち」づくりをめざします。  

2 調印式  

(1) 日時：  2 月 25 日（火）  午後 1 時～  

(2) 場所：市長応接室   

 (3) 出席者  

  ア  三木市  

市長      仲田  一彦  

総合政策部長  山本  佳史  

  イ  大和ハウス工業株式会社  

     上席執行役員都市開発部部長  原納  浩二  

     神戸支社支社長        三浦  洋一  

     大阪都市開発部部長      山尾  利広  

大阪都市開発部副部長     脇濱  直樹  

     

・総合政策部企画政策課  

担当：課長  降松俊基  

内線： 2481 

・大和ハウス工業株式会社  

広報企画室広報グループ  

担当：上席主任  大友雅弘  



3 連携協定の概要  

（ 1）まちの魅力向上に関すること  

（ 2）住み替えて暮らし続けることができる仕組みに関すること  

（ 3）まちづくりを永続的に運営管理する仕組みに関すること  

（ 4）持続可能なまちの新たなモデルとなる取組に関すること  

（ 5）その他相互に連携及び協力することが必要と認められること  

 

問い合わせ先  ・三木市総合政策部企画政策課   

         電話： 0794-82-2000（内線 2482）  

        ・大和ハウス工業株式会社  

         広報企画室  広報グループ   

電話： 06—6342—1381 


